
高等教育の質保証と高等教育の質保証と
教育情報の公表教育情報の公表

川嶋 太津夫

神戸大学

公的な質保証システム（設置時）公的な質保証システム（設置時）

第100回大学分科会資料



質保証としての情報公表（設置後）質保証としての情報公表（設置後）

第100回大学分科会資料

情報公開・公表の経緯情報公開・公表の経緯

第97回大学分科会資料



学校教育法施行規則第172条の2学校教育法施行規則第172条の2

教育情報公表の現状（国立大学）教育情報公表の現状（国立大学）

トップペー 第2階層 第3階層 公表なし※
ジ

大学数 ３４ ３５ ９ ８

※ 5分以内に辿りつけなかった場合も含む

※※ 公表していても、入口が多様（大学案内、総合案内、法人情報、広報・公開、
大学概要、教育研究活動の現状など）

※※※旺文社調べによれば情報を公表していない大学は18大学（11月8日日経朝刊）

















教育情報「公表」の課題教育情報「公表」の課題

１．その趣旨は？

社会的公器としての説明責任と質保証社会的公器としての説明責任と質保証

２．公表とは？

公開ではない

公表＝広く周知する公表＝広く周知する

アクセスのしやすさ

分かりやすさ



教育情報「公表」の課題教育情報「公表」の課題

ダ 欲 情３．ステークホルダーの欲する情報とは？

・たとえば 具体的な就職情報（大企業か 中たとえば、具体的な就職情報（大企業か、中
小企業か：大学の地元か、東京か）

たとえば 比較可能な情報（中退者数 はな・たとえば、比較可能な情報（中退者数ではな
く、中退率）※某中教審委員は、「学生数と中退者数から中退率は計算できる」と発言

・たとえば、Ａ大学とＢ大学の経済学部で獲得
できる知識や能力の違いできる知識や能力の違い

教育情報「公表」の課題教育情報「公表」の課題

3 のポリシ と情報の公表の義務化との４．3つのポリシーと情報の公表の義務化との
関係が不明（制度上の不備）

ガバナンスの機能不全
国立大学法人学校法人

社 会

社 会

国 大学法人学校法人

理事会 役員会（学長）

大 学 経営協議会 教育研究評議会



ご清聴ありがとうございました。
ご意見等は
tatsuo@kobe-u.ac.jp@ jp

までお願いします。


